
本校に金沢弁護士会の塩梅 洋平
先生に来ていただき、２年生に対
して主権者教育を実施しました。
民法の改正に伴い１８歳で成年と
して扱われる中、社会の問題を自
分の問題と捉え、如何に行動して
いくべきかを具体的に学びました。


